
雇用保険料率の改定のお知らせ 

  
令和 8 年 4月分保険料から雇用保険料率が引き下げられます。 改定の詳細は、各都道府県労働局などへお問い
合わせください。  
 

【改定内容】  

旧 保険料率  雇用保険料率  被保険者負担率  事業主負担率  

一般の事業  14.5／1000  5.5／1000  9／1000  

農林水産・清酒製造の事業  16.5／1000  6.5／1000  10／1000  

建設の事業  17.5／1000  6.5／1000  11／1000  

 

新 保険料率  雇用保険料率  被保険者負担率  事業主負担率  

一般の事業  13.5／1000  5／1000  8.5／1000  

農林水産・清酒製造の事業  15.5／1000  6／1000  9.5／1000  

建設の事業  16.5／1000  6／1000  10.5／1000  
  

■ 改定への対応方法  
今回の改定は、現在のプログラムで保険料率の変更を行うことにより対応できますので、新しいプログラムの発送はあ
りません。  
変更方法は、次項をご覧ください。   



■ 保険料率の変更方法  
実施時期  

『PCA ソフト』では、新保険料率がわかり次第あらかじめ率変更を行うことが可能です。  
  
操作方法  
以下の操作の前に、必ずデータのバックアップを実行してください。  
  
① 「前準備」－「雇用保険の登録」を起動し、雇用保険コードを選択します。  

  
② ［率情報］タブで、［期間の変更］ボタンをクリックして使用期間を追加します。  

［使用期間の追加］の［開始日］は、新保険料率を適用する日付（旧保険料率を適用する最終支給日の
翌日から、新保険料率を適用する初回支給日まで）を入力します。  

 
例 1）【4月分保険料を 4月給与で徴収する場合】  
  「令和 8 年 4月1 日」に設定 
例 2）【4月分保険料を 5月給与で徴収する場合】  
  「令和 8 年 5月1 日」に設定 
 

例）1 4月分保険料を 4月給与で徴収する。 

 
 

  



被保険者負担の［雇用保険率 一般］を［5/1000］、［雇用保険率 建設等］を［6/1000］に変 更し

て登録します（事業主負担は［雇用保険率 一般］を［8.5/1000］、［雇用保険率 建設等］を 

［10.5/1000］、または［9.5/1000］に変更して登録します）。 

 

雇用保険徴収タイミングは、お客様によって違いますので変更方法等にご不明な部分がある場合は、 

スリーエスコンピューター給与担当までお電話ください。 


